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【別図４】

内副管設置標準断面図



【別図５】 

開発道路内のガス管、水道管、下水管 

の埋設位置について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．ガス管及び水道管と下水管の埋設位置は上記標準断面図の通り、道路のセン

ターを境に区別し原則として下水管に関しては上記図面の下水道埋設範囲の中

心になるよう設置すること。下水管（支線）の土被りについては、舗装の厚さ

（ＡＳ舗装厚＋路盤厚）に0.3ｍを加えた値（当該値が0.6ｍに満たない場合に

は0.6ｍ）以上とする。なお、下水管の取扱いについては、管理者と事前に別途

協議すること。 

 

２．ガス管と水道管の離隔は、30cm以上確保する。 

なお、給水管（引込管）の当該離隔を確保するため、必要に応じて水道管の

埋設位置を下方に変更すること。 

 

３．ガス管及び水道管と下水人孔との離隔は、30ｃｍ以上確保する。 

 

４．開発許可申請書（法３２条申請書）申請時には、水道管、ガス管、下水管の埋

設位置及び離隔を明記した標準断面図を添付すること。  

30cm以上確保 
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【別図６】
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【別図７】



【別図８】  

公園計画平面図 

 

 

※ 遊具については安全領域を確保して設置すること。 

安全領域は、落下高さが 600mm を超える場合は、遊具の外側からあらゆる方法に 1800mm 

以上確保し、落下高さが 600mm を以下の場合は、遊具の外側からあらゆる方法に 1500mm 

以上確保します。 



 

 

公園として望ましくない例 

 

 

※止むを得ず公園敷地が旗竿となる場合は、通路幅員は３ｍ以上とし、有効面積には含まない。 

 

 

 

 

 

 

フェンスの設置例 

 

※宅地側のフェンスについては高さ 1.8ｍ以上とし、プライバシーに考慮した構造にすること。 
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側溝屈曲部施工図

【別図９】

３００Ａの場合
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